
 

富田林市条例第  号 

 

富田林市立スポーツグラウンド設置条例の一部を改正する条例 

 

富田林市立スポーツグラウンド設置条例（平成２３年富田林市条例第２５号）

の一部を次のように改正する。 

 

 第２条の表中 

「 

富田林市立彼方ゲートボール場 富田林市大字彼方１３１３番１及び２ 

」 

を削る。 

 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

議案第 ３ 号 



富田林市立スポーツグラウンド設置条例（平成２３年富田林市条例第２５号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

【別記 参照】 【別記 参照】 

 

【別記】 

現行 

名称 位置 

富田林市立石川河川敷喜志プール横グラウンド 富田林市喜志町一丁目５番２９号 

富田林市立石川河川敷喜志グラウンド 富田林市西条町一丁目９４４番地先 

富田林市立石川河川敷川西グラウンド 富田林市西板持町一丁目１２６番地先 

富田林市立石川河川敷西板持グラウンド 富田林市西板持町四丁目４番地先 

富田林市立石川河川敷石川グラウンド 富田林市富田林町１８番地先 

富田林市立石川河川敷若松東グラウンド 富田林市大字新堂２６４２番地１先 

富田林市立石川河川敷川西グラウンドゴルフ場 富田林市西板持町一丁目１２６番地先 

富田林市立石川河川敷錦織多目的運動広場 富田林市錦織東二丁目２９６番地先 

富田林市立中野２号公園グラウンド 富田林市中野町東二丁目５番 

富田林市立中野３号公園グラウンド 富田林市中野町東一丁目１番 

富田林市立彼方ゲートボール場 富田林市大字彼方１３１３番１及び２ 

 

改正後（案） 

名称 位置 

富田林市立石川河川敷喜志プール横グラウンド 富田林市喜志町一丁目５番２９号 

富田林市立石川河川敷喜志グラウンド 富田林市西条町一丁目９４４番地先 

富田林市立石川河川敷川西グラウンド 富田林市西板持町一丁目１２６番地先 

富田林市立石川河川敷西板持グラウンド 富田林市西板持町四丁目４番地先 

富田林市立石川河川敷石川グラウンド 富田林市富田林町１８番地先 

富田林市立石川河川敷若松東グラウンド 富田林市大字新堂２６４２番地１先 

富田林市立石川河川敷川西グラウンドゴルフ場 富田林市西板持町一丁目１２６番地先 

富田林市立石川河川敷錦織多目的運動広場 富田林市錦織東二丁目２９６番地先 

富田林市立中野２号公園グラウンド 富田林市中野町東二丁目５番 

富田林市立中野３号公園グラウンド 富田林市中野町東一丁目１番 

 


